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令 和 ７ 年 第 ４ 回 定 例 委 員 会 会 議 録 

 

 

 

１．開催日時  令和７年１２月１日（月） 午前 ９時００分から 

午前 ９時１０分まで 

２．出席委員  関文夫、小田克彦、矢野きく子、大橋康男 

３．出席職員  古沢一憲、坂巻隆征、齋藤覚、原島克英 

４．会議次第 

 

○ 関委員長 

ただいまから令和７年第４回定例委員会を開会する。 

本日の議案は７件と報告事項となっている。議案第４４号「選挙人名簿

登録者数（定時登録）について」から議案第４６号「直接請求に必要な有

権者数について」の３議案は、関連するため一括議題とする。 

事務局より説明を求める。 

 

○ 事務局 

議案第４４号 選挙人名簿登録者数（定時登録）について 

（説明） 国立市の令和７年１２月１日定時登録基準日における選挙人名簿登録者

数は、男性３１，０５１名、女性３３，６０８名、合計６４，６５９名と

なっています。                                                       

■前回、令和７年９月１日の定時登録における選挙人名簿登録者数は、男

性３０，９８７名、女性３３，６２５名 合計で６４，６１２名でしたの

で、男性６４名の増、女性１７名の減、合計４７名の増となっています。

■９月１日以降の登録者数は１０２５名で、そのうち、新有権者（平成１

９年９月３日から平成１９年１２月２日生）の登録者数は男性７９名、女

性７１名、合計１５０名となっています。              

■投票区別選挙人名簿登録者数は別紙のとおりです。 

 

議案第４５号 選挙人名簿の抹消について 

（説明） 公職選挙法第２８条の規定による抹消者は別紙のとおり９７８名となっ

ています。  

 

議案第４６号 直接請求に必要な有権者数について 

（説明） 地方自治法第７４条第１項及び第７５条第１項並びに市町村の合併の特

例に関する法律第４条第１項及び第５条第１項によるによる選挙権を有す

る者の総数の５０分の１の数は１，２９４名、市町村の合併の特例に関す

る法律第４条第１１項及び第５条第１５項の規定よる選挙権を有する者の

総数の６分の１の数は１０，７７７名、地方自治法第７６条第１項、第８

０条第１項、第８１条第１項及び第８６条第１項並びに地方教育行政の組

織及び運営に関する法律第８条第１項の規定による選挙権を有する者の総

数の３分の１の数は２１，５５３名となっています。 
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○ 関委員長 

何か質疑等ありますか。 

 

○ 各委員 

（質疑等なし） 

 

○ 関委員長 

議案第４４号、４５号、４６号を原案のとおり可決する。 

次に、議案第４７号「在外選挙人名簿の登録について」から議案第４９

号「在外選挙人名簿について」の３議案は、関連するので一括議題とす

る。事務局から説明を求める。 

 

○ 事務局 

議案第４７号 在外選挙人名簿の登録について 

（説明） 前回(令和７年９月１日)以降に当市宛に男性１名、女性４名、合計５名

の在外選挙人名簿登録申請及び出国時申請があり、登録申請については 

本籍地照会し、出国時申請については、海外居住確認を行い外務省の意見

書をいただき登録資格を有しておりますので、本日付で在外選挙人名簿登

録するとともに本籍地及び在外公館へその旨通知します。 

 

議案第４８号 在外選挙人名簿の抹消について 

（説明） 前回以降に当市宛に国内に住所を有して４カ月経過した抹消対象者は、

女性１名であり、本日付で在外選挙人名簿から抹消し、抹消した旨を在外

公館及び本籍地あてに通知します。 

 

議案第４９号 在外選挙人名簿について 

（説明） 前回（令和７年９月登録日現在）の登録者数は１３７名で、男性５３名、

女性８４名です。 

９月からの登録者は、男性１名、女性４名、計５名、前回定時登録日か

らの抹消者は女性１名であり、令和７年１２月１日現在の在外選挙人名簿

登録者は、１４１名で、内訳は、男性５４名、女性８７名で、最終住所地

による名簿登録者数は１０７名、本籍地による名簿登録者数は３４名とな

ります。 

 

○ 関委員長 

何か質疑等ありますか。 

 

○ 各委員 

（質疑等なし） 

 

○ 関委員長 

議案第４７号、４８号、４９号を原案のとおり可決する。 

次に、議案第５０号「選挙人名簿の登録日について」を議題とする。 

事務局から説明を求める。 
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○ 事務局 

議案第５０号 選挙人名簿の登録日について 

（説明）  公職選挙法第２２条第１項の規定により、定時登録の登録日が地方公共

団体の休日に当たる場合は、１日又は同日直後の地方公共団体の休日以外

の日と改正されたことから、令和８年３月１日の定時登録日が休日のた

め、選挙人名簿の登録を行う日を３月２日月曜日に定め公職選挙法施行令

第１４条第１項により告示を行なうことを、委員会に諮らせていただくも

のです。 

以上で議案第５０号「選挙人名簿の登録日について」の説明を終わりま

す。ご審議のほどよろしくお願いします。 

 

○ 関委員長 

何か質疑等ありますか。 

 

○ 各委員 

    異議なし 

 

○ 関委員長 

議案第５０号を原案のとおり可決する。事務局から報告事項はあります

か。 

 

事務局 

（報告）    まず、選挙関係功労者表彰についてですが、国立市選挙管理委員会委員

■ ■長職務代理者である、小田 克彦さんが「総務大臣感謝状」を受賞される■ 

■  ことになりましたので報告します。                 ■ 

■   次に、令和７年６月４日に、最近の物価の変動等を考慮し、選挙等の円■ 

■   滑な執行を図るため、「国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法■ 

■■ 律」の一部を改正する法律が公布されました。 

この改正に合わせ、当市におきましても「国立市議会議員及び国立市長

の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例」に規定している公費負

担について、令和８年第１回定例会（３月議会）に一部改正の条例案を提

出したいと考えています。 

具体的には、選挙運動用ビラ・ポスターなどの公費負担額の単価を、国の

改正にあわせるものです。                     

■今後改正内容の資料を整えまして、臨時国立市選挙管理委員会の開催に

つきまして、委員長と調整をさせていただきます。 

次に今後の予定ですが、「選挙管理委員会の開催について（通知）」の■

とおりです。 

（令和８年２月４日（水）開催の委員長・委員合同研修会の出欠席につ■ 

■    いて確認）                            

■   報告事項は以上です。 

 

 

○ 関委員長 

何か質疑等はありますか。 
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○ 各委員 

■ ■■（質疑等なし） 

 

〇 関委員長 

■ ■■以上で令和７年第４回定例委員会を閉会する。 
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 国立市選挙管理委員会規程第７条第２項により署名します。  

 

 

   令和８年１月１９日  

 

           委 員 長                 関  文 夫   

 

 

           職務代理者    小 田 克 彦 

 

 

           委 員                 大 橋 康 男 

 

 

           委 員                 矢 野 き く 子  

 


